
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
九
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

松

村

二

郎

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
九
月
奈
良
県
条
例

第
三
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用

職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
与
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

二

第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
）

第
三
条

条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
殊
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
は
、
条

例
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。
た

だ
し
、
報
酬
基
礎
額
を
日
額
又
は
時
間
額
で
算
定
す
る
者
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
殊
勤
務
手
当
に

相
当
す
る
報
酬
を
支
給
す
る
場
合
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

支
給
額
が
月
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
特
殊
勤
務
手
当
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

当
該
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
以
下
第
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

支
給
額
が
給
料
の
月
額
に
一
定
の
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
で
あ
る
特
殊
勤
務
手
当

（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
第
二
号
会
計
年
度
任

用
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
条
例
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

給
料
の
月
額
（
以
下
「
報
酬
基
礎
月
額
」
と
い
う
。
）
に
当
該
一
定
の
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
二

十
一
で
除
し
て
得
た
額

三

特
地
勤
務
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当

次
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に



応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
及
び
イ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

ア

報
酬
基
礎
額
を
日
額
で
算
定
す
る
者

報
酬
基
礎
月
額
に
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
三
十
一
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
六
号
）
第
八
条
第
六
項
に
定
め
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
か
ら
、
報
酬
基
礎
月
額
に
条
例
第
十
一
条
の
二
及
び
条
例
附
則
第
二
十
二
項
に
定

め
る
割
合
（
以
下
「
地
域
手
当
支
給
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
て
得
た
額

（
イ
に
お
い
て
「
特
地
手
当
等
基
礎
月
額
」
と
い
う
。
）
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
当

該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を

七
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

報
酬
基
礎
額
を
時
間
額
で
算
定
す
る
者

特
地
手
当
等
基
礎
月
額
を
百
六
十
二
・
七
五
で
除

し
て
得
た
額

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
超
過
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
）

第
四
条

条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
超
過
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
は
、
条

例
第
六
条
の
二
に
規
定
す
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い

う
。
）
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

２

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
法
第
三
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
営
利
企
業
に
従

事
等
す
る
場
合
に
お
け
る
超
過
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三

十
二
条
に
規
定
す
る
労
働
時
間
は
、
当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務

時
間
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
の
勤
務
時
間
と
す
る
。

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
宿
日
直
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
）

第
五
条

条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
宿
日
直
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
は
、
職
員

の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
夜
間
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
）

第
六
条

条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
夜
間
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
は
、
職

員
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
日
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
）

第
七
条

条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
休
日
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
は
、
報
酬
基

礎
額
を
月
額
で
算
定
す
る
者
に
支
給
し
、
そ
の
額
は
職
員
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
基
礎
額
）

第
八
条

条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
基
礎
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区



分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

報
酬
基
礎
額
を
日
額
で
算
定
す
る
者

次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額

ア

報
酬
基
礎
月
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
た
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
七
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を

乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
日
額
基
本
報
酬
」
と
い
う
。
）

イ

日
額
基
本
報
酬
の
額
に
地
域
手
当
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

ウ

当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合

に
支
給
さ
れ
る
初
任
給
調
整
手
当
の
額
（
以
下
「
初
任
給
調
整
手
当
基
礎
月
額
」
と
い
う
。
）

を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一

日
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
七
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

エ

当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
が
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合

に
支
給
さ
れ
る
農
林
業
普
及
指
導
手
当
の
額
（
以
下
「
農
林
業
普
及
指
導
手
当
基
礎
月
額
」
と

い
う
。
）
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め

ら
れ
た
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
七
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額

二

報
酬
基
礎
額
を
時
間
額
で
算
定
す
る
者

次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額

ア

報
酬
基
礎
月
額
を
百
六
十
二
・
七
五
で
除
し
て
得
た
額
（
以
下
「
時
間
額
基
本
報
酬
」
と
い

う
。
）

イ

時
間
額
基
本
報
酬
の
額
に
地
域
手
当
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

ウ

初
任
給
調
整
手
当
基
礎
月
額
を
百
六
十
二
・
七
五
で
除
し
て
得
た
額

エ

農
林
業
普
及
指
導
手
当
基
礎
月
額
を
百
六
十
二
・
七
五
で
除
し
て
得
た
額

三

報
酬
基
礎
額
を
月
額
で
算
定
す
る
者

次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額

ア

報
酬
基
礎
月
額
に
、
当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た

り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
三
十
八
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以

下
「
月
額
基
本
報
酬
」
と
い
う
。
）

イ

月
額
基
本
報
酬
の
額
に
地
域
手
当
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

ウ

初
任
給
調
整
手
当
基
礎
月
額
に
、
当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た

一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
三
十
八
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額

エ

農
林
業
普
及
指
導
手
当
基
礎
月
額
に
、
当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら



れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
三
十
八
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗

じ
て
得
た
額

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
の
支
給
日
）

第
九
条

条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
は
、
同
項
に
規
定
す

る
期
間
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
十
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日
が
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
九
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）

第
十
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
、
日
曜
日
又
は
土
曜
日
に

当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
前
に
お
い
て
そ
の
日
に
最
も
近
い
休
日
、
日
曜
日
又
は
土
曜
日
で
な
い
日

と
す
る
。

２

任
命
権
者
は
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
支

給
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
通
勤
に
係
る
費
用
弁
償
）

第
十
条

報
酬
基
礎
額
を
日
額
又
は
時
間
額
で
算
定
す
る
者
に
対
す
る
条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
五
項

に
規
定
す
る
費
用
弁
償
は
、
一
箇
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
に
つ
い
て
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
「
交
通
機
関
等
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
て

そ
の
運
賃
又
は
料
金
（
以
下
「
運
賃
等
」
と
い
う
。
）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
者
（
交

通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
交

通
機
関
等
を
利
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

そ
の
者
が
利
用
す
る
交

通
機
関
等
に
係
る
一
箇
月
の
通
勤
用
定
期
乗
車
券
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
の
価
額
又

は
そ
の
者
の
支
給
対
象
月
に
お
け
る
通
勤
回
数
分
（
当
該
月
に
お
い
て
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し

た
日
は
、
通
勤
し
た
も
の
と
み
な
し
て
通
勤
回
数
に
加
算
す
る
。
）
の
回
数
乗
車
券
等
の
運
賃
等

の
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
（
そ
の
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
五
千
円
）

二

通
勤
の
た
め
自
動
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九

号
に
規
定
す
る
自
動
車
で
、
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
自
動
二
輪
車
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
又
は
自
転
車
等
（
自
転
車
並
び
に
自
動
二
輪
車
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
そ
の
他
の
原

動
機
付
の
交
通
用
具
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
者
（
自
動
車
又

は
自
転
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て

自
動
車
又
は
自
転
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離



が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

職
員
の
通
勤

手
当
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
支
給
対
象
月
に
お
け
る
勤
務
日
の

日
数
（
当
該
月
に
お
い
て
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
た
日
は
、
通
勤
し
た
も
の
と
み
な
し
て
日
数

に
加
算
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

三

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
等
を
負
担
し
、
か
つ
、
自
動
車
又
は
自
転
車

等
を
使
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
者
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
、
又
は
自
動
車
若
し
く
は
自
転

車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
交
通

機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
動
車
又
は
自
転
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る

も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
者
を
除
く
。
）

前
二
号

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
五
万
五
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
万
五
千
円
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
は
、
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
の
日
数
が
一
日
を
超
え

な
い
者
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め

る
者
に
対
し
て
は
、
県
職
員
及
び
県
費
支
弁
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
七
月

条
例
第
二
十
五
号
）
に
規
定
す
る
旅
費
（
日
当
を
除
く
。
）
の
例
に
よ
り
費
用
弁
償
を
支
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
自
動
車
の
駐
車
の
た
め
の
施
設
を
併
せ
て
利

用
し
、
そ
の
利
用
料
金
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
に
は
、
職
員
の
通
勤
手
当
の
例
に
よ

り
算
定
し
た
額
を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
支
給
対
象
月
に
お
け
る
勤
務
日
の
日
数
を
乗
じ
て

得
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
三
千
円
を
超
え
る
と
き
は
、
三
千
円
と
す

る
。

４

第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
新
幹
線
鉄
道
等
の
特
別
急
行
列
車
、
高
速
自

動
車
国
道
そ
の
他
の
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

そ
の
利
用
が
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別

料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
に
は
、
職
員
の
通
勤
手
当
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

を
二
十
一
で
除
し
て
得
た
額
に
、
支
給
対
象
月
に
お
け
る
勤
務
日
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
二
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
二
万
円
と
す
る
。

５

費
用
弁
償
の
支
給
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
新
た
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
要
件
を
具
備

す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
開
始
し
、
費
用
弁
償
を
支
給
さ
れ
て

い
る
者
が
離
職
し
、
死
亡
し
、
又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
に
お
い

て
は
そ
の
事
実
の
生
じ
た
日
を
も
っ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
費
用
弁
償
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、



そ
の
通
勤
の
実
情
に
係
る
届
出
が
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ

れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

６

通
勤
の
経
路
又
は
方
法
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
費
用
弁
償
の
額
を
変
更
す
る

場
合
は
、
そ
の
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
当
該
事

実
の
発
生
に
よ
り
費
用
弁
償
の
額
を
増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
お
け
る
支
給
額
の
改
定
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

７

報
酬
基
礎
額
を
月
額
で
算
定
す
る
者
に
対
す
る
費
用
弁
償
の
額
に
つ
い
て
は
、
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
の
例
に
よ
る
。

８

費
用
弁
償
の
支
給
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す

る
。

一

報
酬
基
礎
額
を
日
額
又
は
時
間
額
で
算
定
す
る
者

前
条
に
規
定
す
る
報
酬
の
支
給
日

二

報
酬
基
礎
額
を
月
額
で
算
定
す
る
者

条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
支
給
日

９

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
費
用
弁
償
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
す
る
通
勤
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
る
。

（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

第
十
一
条

条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
条

例
第
十
九
条
第
二
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
（
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

六
箇
月

百
分
の
百

二

五
箇
月
以
上
六
箇
月
未
満

百
分
の
八
十

三

三
箇
月
以
上
五
箇
月
未
満

百
分
の
六
十

四

三
箇
月
未
満

百
分
の
三
十

２

前
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
は
、
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
、
企
業
職
員
（
地
方
公
営
企
業

法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
十
五
条
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
、
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
技
能
労
務
職
員
（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
二
年
十
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て

在
職
し
た
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
は
、
勤
務
時



間
が
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
週
間
当
た
り
十
五
時
間
三
十
分
以
上
と
定
め
ら
れ
た
期
間
の
も
の
に

限
る
。

３

前
項
の
在
職
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
除
算
す
る
。

一

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項

（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期
間

二

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
期
間

三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
職
員
団
体
の
業
務
に
専
ら
従
事
し
た
期

間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
期
間

四

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
者
（
当
該
育
児
休
業
の
期
間
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る
者
を
除
く
。
）

と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期
間

４

第
一
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

報
酬
基
礎
額
を
日
額
又
は
時
間
額
で
算
定
す
る
者

基
準
日
に
お
け
る
報
酬
基
礎
月
額
と
報
酬

基
礎
月
額
に
地
域
手
当
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
た
額
に
、
当
該
第
一
号
会
計
年
度

任
用
職
員
に
つ
い
て
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間

の
時
間
数
を
三
十
八
時
間
四
十
五
分
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

報
酬
基
礎
額
を
月
額
で
算
定
す
る
者

基
準
日
に
お
け
る
月
額
基
本
報
酬
の
額
と
月
額
基
本
報

酬
に
地
域
手
当
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
た
額

５

勤
務
時
間
に
変
動
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の

勤
務
時
間
を
算
定
し
難
い
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
一
号
中
「
四

週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
」
と
あ
る
の
は
、

「
任
用
期
間
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
合
計
時
間
数
を
当
該
任
用
期
間
の
週
数
で
除
し
て

得
た
時
間
数
」
と
す
る
。

６

任
命
権
者
は
、
職
務
の
特
殊
性
に
よ
り
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
認
め
る
場
合
は
、
任
用
期

間
（
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
限
る
。
）
に
お
け
る
基
本
報
酬
（
日
額
基
本
報
酬
又
は
時

間
額
基
本
報
酬
を
い
う
。
）
の
額
と
基
本
報
酬
に
地
域
手
当
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し

た
額
を
月
額
に
換
算
し
た
額
を
前
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条

条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に



掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

基
準
日
に
お
け
る
当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
と
引
き
続
く
以
前
の
会
計
年
度
任

用
職
員
の
任
期
（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
勤
務
時
間
が
、
休
憩
時
間
を
除
き
、

一
週
間
当
た
り
十
五
時
間
三
十
分
以
上
で
定
め
ら
れ
た
任
期
に
限
る
。
）
の
合
計
が
六
月
以
上
と

な
る
者

二

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
、
企
業
職
員
又
は
技
能
労
務
職
員
か
ら
引
き
続
い
て
第
一
号
会

計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
、
企
業
職
員
又
は
技

能
労
務
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
と
基
準
日
に
お
け
る
当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任

期
の
合
計
が
六
月
以
上
と
な
る
者

２

勤
務
時
間
に
変
動
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の

勤
務
時
間
を
算
定
し
難
い
場
合
に
お
け
る
条
例
第
二
十
三
条
の
二
第
七
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
勤
務
時
間
が
、
休
憩
時
間
を
除
き
、
四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週

間
当
た
り
」
と
あ
る
の
は
、
「
任
用
期
間
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
合
計
時
間
数
を
当
該

任
用
期
間
の
週
数
で
除
し
て
得
た
時
間
数
が
」
と
す
る
。

第
十
三
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
期
末
手
当
に
つ
い

て
は
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
）

第
十
四
条

条
例
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
の
業
務
類

型
欄
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職
務
の
級
及
び
号
給
を
基
礎
と
し
て
、

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則

第
十
五
号
）
第
三
章
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
の
上
限
欄
の
職
務

の
級
及
び
号
給
を
超
え
て
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２

条
例
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
務
の
級
は
、
別
表
の
業

務
類
型
欄
及
び
学
歴
免
許
等
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
の
職
務
の
級
と
す
る
。

第
十
五
条

条
例
第
二
十
三
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
手
当
（
期
末
手
当
を
除
く
。
）
の
支
給
額
に

つ
い
て
は
、
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）

第
十
六
条

条
例
第
二
十
三
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
職
員
の
例
に
よ
り
算
定

し
た
期
末
手
当
基
礎
額
に
条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以

前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に



応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

六
箇
月

百
分
の
百

二

五
箇
月
以
上
六
箇
月
未
満

百
分
の
八
十

三

三
箇
月
以
上
五
箇
月
未
満

百
分
の
六
十

四

三
箇
月
未
満

百
分
の
三
十

２

前
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
七
条

条
例
第
二
十
三
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

基
準
日
に
お
け
る
当
該
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
と
引
き
続
く
以
前
の
会
計
年
度
任

用
職
員
の
任
期
（
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
勤
務
時
間
が
、
休
憩
時
間
を
除
き
、

一
週
間
当
た
り
十
五
時
間
三
十
分
以
上
と
定
め
ら
れ
た
任
期
に
限
る
。
）
の
合
計
が
六
月
以
上
と

な
る
者

二

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
、
企
業
職
員
又
は
技
能
労
務
職
員
か
ら
引
き
続
い
て
第
二
号
会

計
年
度
任
用
職
員
と
な
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
、
企
業
職
員
又
は
技

能
労
務
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
と
基
準
日
に
お
け
る
当
該
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任

期
の
合
計
が
六
月
以
上
と
な
る
者

第
十
八
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
期
末
手
当
に
つ
い

て
は
、
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
の
減
額
）

第
十
九
条

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

報
酬
基
礎
額
を
日
額
で
算
定
す
る
者
が
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
日
当
た
り
の
勤
務
時

間
中
の
一
部
を
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
次
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
を
職
員
の
例
に
よ
り
減
額
す
る
。

二

報
酬
基
礎
額
を
月
額
で
算
定
す
る
者
が
そ
の
者
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
中
に
勤
務
し

な
い
と
き
は
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
次
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
勤
務
一
時

間
当
た
り
の
報
酬
を
職
員
の
例
に
よ
り
減
額
す
る
。

２

第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
例
に
よ
る
。

（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
）

第
二
十
条

第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
に
一
銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の



端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

一

報
酬
基
礎
額
を
日
額
で
算
定
す
る
者

第
八
条
第
一
号
の
報
酬
基
礎
額
を
当
該
第
一
号
会
計
年

度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
で
除
し
て
得
た
額

二

報
酬
基
礎
額
を
時
間
額
で
算
定
す
る
者

第
八
条
第
二
号
の
報
酬
基
礎
額

三

報
酬
基
礎
額
を
月
額
で
算
定
す
る
者

第
八
条
第
三
号
の
報
酬
基
礎
額
に
支
給
額
が
月
額
で
定

め
ら
れ
て
い
る
特
殊
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
の
額
を
加
算
し
た
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

を
、
当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時

間
数
に
五
十
二
を
乗
じ
た
数
か
ら
当
該
第
一
号
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
一
日

当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
に
当
該
年
度
に
お
け
る
休
日
（
土
曜
日
に
当
た
る
日
を
除
く
。
）

及
び
勤
務
時
間
条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
年
末
年
始
の
休
日
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
当
た
る
日

を
除
く
。
）
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た
数
を
減
じ
た
数
で
除
し
て
得
た
額

２

第
二
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
は
、
職
員
の
例
に
よ
り
算
定
し
た

額
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
常
勤
嘱
託
職
員
で
あ
っ
た
者
の
取
扱
い
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
常
勤
嘱
託
職
員
（
地

方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員
で
勤
務
を
要
す
る
日
及

び
勤
務
時
間
が
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員
と
同
様
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
施
行
日
に
会
計
年
度
任
用
職
員
（
勤
務
時
間
が
、
休
憩
時
間

を
除
き
、
一
週
間
当
た
り
十
五
時
間
三
十
分
未
満
と
定
め
ら
れ
た
者
を
除
く
。
）
と
な
っ
た
も
の
に

対
し
令
和
二
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
第
二
項
（
第
十
六
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
会
計
年
度
任

用
職
員
、
常
勤
嘱
託
職
員
」
と
す
る
。

別
表
（
第
十
四
条
関
係
）

業
務

基
準
と
な
る
職
務

適
用

学
歴
免

初
任
給

上
限

類
型

す
る

許
等



給
料

表

補
助
事

職
員
の
事
務
の
補
佐
又

行
政

高
校
卒

一
級
五
号
給

一
級
五
号
給

務

は
こ
れ
に
類
す
る
職
務

職
給

料
表

一
般
事

補
助
事
務
又
は
専
門
事

高
校
卒

一
級
五
号
給

一
級
二
十
五
号
給

務

務
に
属
さ
な
い
職
務

専
門
事

専
門
的
な
資
格
、
業
務

高
校
卒

一
級
五
号
給

一
級
三
十
七
号
給

務

経
験
等
を
要
す
る
職
務

困
難
専

専
門
事
務
の
う
ち
、
相

高
校
卒

一
級
五
号
給

二
級
百
二
十
五
号

門
事
務

当
高
度
の
知
識
経
験
を

給

要
す
る
特
に
困
難
な
職

務

医
療
職

家
畜
保
健
衛
生
所
等
に

医
療

大
学
六

二
級
十
七
号
給

二
級
六
十
一
号
給

（
獣
医

勤
務
し
、
家
畜
診
察
等

職
給

卒

師
）

に
従
事
す
る
獣
医
師
の

料
表

職
務

大
学
卒

二
級
五
号
給

二
級
六
十
一
号
給

（二）

医
療
職

保
健
所
等
に
勤
務
し
、

大
学
六

二
級
十
七
号
給

二
級
六
十
一
号
給

（
薬
剤

医
療
業
務
等
に
従
事
す

卒

師
）

る
薬
剤
師
の
職
務

大
学
卒

二
級
五
号
給

二
級
六
十
一
号
給

医
療
職

保
健
所
等
に
勤
務
し
、

大
学
卒

二
級
五
号
給

二
級
三
十
三
号
給

（
そ
の

栄
養
管
理
等
に
従
事
す

他
医
療

る
栄
養
士
又
は
医
療
業

短
大
三

一
級
二
十
一
号

一
級
六
十
九
号
給



技
術
者

務
等
に
従
事
す
る
医
療

卒

給

）

技
術
者
の
職
務

短
大
卒

一
級
十
五
号
給

一
級
六
十
九
号
給

高
校
専

一
級
十
一
号
給

一
級
六
十
九
号
給

攻
科
卒

高
校
卒

一
級
五
号
給

一
級
六
十
九
号
給

医
療
職

保
健
所
等
に
勤
務
し
、

医
療

大
学
卒

二
級
十
五
号
給

二
級
三
十
三
号
給

（
看
護

保
健
指
導
又
は
看
護
等

職
給

師
及
び

に
従
事
す
る
保
健
師
及

料
表

短
大
三

二
級
九
号
給

二
級
三
十
三
号
給

保
健
師

び
看
護
師
の
職
務

卒

（三）

）

短
大
二

二
級
五
号
給

二
級
三
十
三
号
給

卒

福
祉
職

児
童
福
祉
施
設
に
勤
務

福
祉

短
大
卒

一
級
十
五
号
給

一
級
四
十
三
号
給

（
保
育

す
る
保
育
士
の
職
務

職
給

士
）

料
表

福
祉
職

児
童
福
祉
施
設
に
勤
務

大
学
卒

一
級
二
十
五
号

一
級
四
十
三
号
給

（
児
童

す
る
児
童
指
導
員
の
職

給

指
導
員

務

）

短
大
卒

一
級
十
五
号
給

一
級
四
十
三
号
給

備
考

専
門
事
務
の
う
ち
、
相
当
高
度
の
知
識
経
験
を
要
す
る
職
務
に
は
、
「
一
級
三
十
七
号
給

」
を
「
一
級
六
十
五
号
給
」
と
読
み
替
え
て
本
表
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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